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Ｕの笑顔も泣き顔も大好きだヨ
☆やさしい子になってね。
【和広･久美子】
(大字田島)

お か の 　 ゆ う が

コメント

///////////////////////////////////////////////////////くらしの危険 利殖商法の二次被害にご注意～過去の損害を取り戻せます？
　以前､商品先物取引で多額の損害を被った。投資金額が戻らないまま取引会社が倒産してしまっ  
たため､あきらめていた。最近､別の会社から電話があり「海外の銀行に取引会社の隠し財産が見
つかったので返金手続きができる。これには成功報酬が必要で､供託金として事前に支払ってほ
しい」と言われた。また､「隠し財産が尽きたら終わりなので申込みは先着順」とも言われた。
信用できるだろうか。(60代男性)
　国内の先物取引で損をしたことがある。「弁護士事務所」と名乗るところから電話が来て､「先
物取引で損をしたことがあるか」と聞かれ金額を答えたら､「取り戻せる」と言われた。本当だろ
うか。(70代男性)

事例 1

事例 2

　「過去に被った商品先物取引の損害を取り戻すという勧誘があるが､信用していいだろうか」といった相談
が増加しています。先物取引のほかにも､社債や未公開株などで損害を被った消費者を対象に「被害を回復
する」と勧誘して手数料などの金銭を支払わせる手口で､いわゆる「二次被害」のトラブルと考えられます。
　また､最近破たんした安愚楽牧場と契約していた消費者に対して､被害を回復するとかたって別の金融商品
の購入などを勧める手口も発生しており､これも同様の「二次被害」と言えます。

わが家のエンジェル

① すでに倒産した会社から損金を取り戻せたという事例はありません。手数料などの名目で金銭を要求
され､支払い後に業者と連絡がつかなくなるなど､さらに被害が拡大する可能性があります。「損金を
取り戻す」､「隠し財産が見つかった」などの言葉にだまされないようにしましょう。
② 廃業した会社の関係者を名乗り､その会社と取引があった消費者を対象に勧誘するケースがみられま
す。過去の取引情報や個人情報が何らかの理由で流出しているおそれがあります。過去に被害に遭っ
た人は特に注意が必要です。
③ 弁護士事務所や調査事務所を名乗ったり､あたかも実在しそうな協会や支援団体を紹介して､消費者に
信頼できそうな印象を与えて勧誘する場合もありますので注意が必要です。不用意に紹介された協会
や団体に連絡してはいけません。
　 　なお､弁護士以外の者が返金請求などに関与することは､弁護士法に違反するおそれがあります。相
手の言葉をすぐに信用して､お金を支払わないようにしてください。
④被害に遭ったかなと思ったら､お近くの消費生活相談窓口に相談してください。
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My Sweet Faces!
このコーナーではお子さんの写真を紹介しています。
◆ 写真 ･ 住所 ･ ご両親の氏名とお子さんの氏名 ( ふり
がな )･ 生年月日 ･電話番号 ･簡単なコメントを添え
て ､総務課 秘書広報担当までお申込みください。
◆応募多数の場合は ､先着順に掲載します。

松伏町民生委員･児童委員協議会広報部会　　　
問合せ／福祉健康課社会福祉担当 991-1874

小鳩だより

専門部会名 主な活動内容
児童みまもり部会 危険個所の確認と看板の設置等
児童すこやか部会 子育て支援食育講座の開催
児 童 育 み 部 会 子育て支援クリスマス ､七夕の開催
障がい者福祉部会 障がい者スポーツ大会等の協力
社 会 福 祉 部 会 福祉のふれあい広場の参加
高齢者福祉部会 見守り地図の作成
広 報 部 会 広報紙作成

「広げよう､地域に根ざした思いやり」
　民生委員･児童委員は福祉の専門職や実践者とともに協
働し､地域住民の立場に立って秘密を守り担当地域で活動
しています。私たちは､皆様と行政とのパイプ役ですので､
ひとりや家族で悩まずお気軽にご相談ください。
　また､民生委員･児童委員協議会では専門部会を設け､イ
ベントや講座の実施など様々な活動をとおして民生委員･
児童委員をより身近に感じていただき､気軽に声を掛けて
いただけるよう努めています。


